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第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
側
方
灯
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
の
側
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
長
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照

射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加

え
、
同
条
第
四
項
中
「
側
方
反
射
器
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
の
側
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
長
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
」

を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
番
号
灯
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
登
録
番
号
標
、
臨
時
運
行
許
可
番

号
標
、
回
送
運
行
許
可
番
号
票
又
は
車
両
番
号
標
の
番

号
等
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
尾
灯
は
」
の
下
に
「
、
夜

間
に
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該
自
動
車

の
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が

他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
後
部
霧
灯
は
」
の
下

に
「
、
霧
等
に
よ
り
視
界
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
か
ら
の
視

認
性
を
向
上
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交

通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
中
「
駐
車
灯
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
駐
車
し
て
い
る
自
動
車
の
存
在
を
他
の
交

通
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他

の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
中
「
後
部
上
側
端
灯
は
」

の
下
に
「
、
夜
間
に
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通

に
当
該
自
動
車
の
高
さ
及
び
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の

と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
後
部
反
射
器
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
幅
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
」
を

加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
中「
大
型
後
部
反
射
器
は
」

の
下
に
「
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該

自
動
車
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
」

を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
制
動
灯
は
」
の
下
に

「
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該
自
動
車

が
主
制
動
装
置
（
牽け
ん

引
自
動
車
と
被
牽け
ん

引
自
動
車
と
を

連
結
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
牽け

ん

引
自
動
車
又
は

当
該
被
牽け

ん

引
自
動
車
の
主
制
動
装
置
。
以
下
本
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
補
助
制
動
装
置
（
主
制
動

装
置
を
補
助
し
、
走
行
中
の
自
動
車
を
減
速
さ
せ
る
た

め
の
制
動
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
操
作
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線

が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
補
助
制
動
灯
は
」
の

下
に
「
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当
該
自

動
車
が
主
制
動
装
置
又
は
補
助
制
動
装
置
を
操
作
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光

線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
自
動
車
の
」
を
削
り
、「
後
退

灯
は
」
の
下
に
「
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通

に
当
該
自
動
車
が
後
退
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が

で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な

い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
方
向
指
示
器
は
」
の
下
に

「
、
自
動
車
が
右
左
折
又
は
進
路
の
変
更
を
す
る
こ
と

を
他
の
交
通
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射

光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え

る
。第

四
十
一
条
の
二
第
二
項
中「
補
助
方
向
指
示
器
は
」

の
下
に
「
、
自
動
車
が
右
左
折
又
は
進
路
の
変
更
を
す

る
こ
と
を
他
の
交
通
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ

の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」

を
加
え
る
。

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
中「
非
常
点
滅
表
示
灯
は
」

の
下
に
「
、
非
常
時
等
に
他
の
交
通
に
警
告
す
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ

な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
の
二
中
「
次
の
」
を
「
非
常
時
に
灯
光

を
発
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
交
通
に
警
告
す
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
、安
全
な
運
行
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、

灯
光
の
色
、
明
る
さ
、
備
付
け
場
所
等
に
関
し
告
示
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
三
中
「
次
の
」
を
「
そ
の
反
射
光
に

よ
り
他
の
交
通
に
警
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
、
形
状
、
反
射
光
の
色
、
明
る
さ
等
に
関
し
告
示
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
被
け
ん
引
自
動
車
」を「
被

牽け
ん

引
自
動
車
」に
、「
確
保
で
き
る
自
動
式
の
窓
拭ふ
き

器（
左

右
に
窓
拭
器
を
備
え
る
場
合
は
、
同
時
に
作
動
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。）」
を
「
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
、

視
野
の
確
保
に
係
る
性
能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
自
動
式
の
窓
ふ
き
器
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
次
の
」
を
「
前
面
ガ
ラ
ス
の
外
側
が
汚
染

さ
れ
た
場
合
又
は
前
面
ガ
ラ
ス
に
水
滴
等
に
よ
り
著
し

い
曇
り
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
面
ガ
ラ
ス
の
直

前
の
視
野
を
確
保
で
き
、
か
つ
、
安
全
な
運
行
を
妨
げ

な
い
も
の
と
し
て
、
視
野
の
確
保
に
係
る
性
能
等
に
関

し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、「（
前
面
ガ
ラ
ス
の
水
滴

等
の
曇
り
を
除
去
す
る
た
め
の
装
置
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）」
を
削
り
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
車
室
内
に
備
え
る
太
陽
光
線
の
直
射
に
よ
る
運
転
者

席
の
運
転
者
の
げ
ん
惑
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
」
を

「
サ
ン
バ
イ
ザ
（
車
室
内
に
備
え
る
太
陽
光
線
の
直
射

に
よ
る
運
転
者
席
の
運
転
者
の
げ
ん
惑
を
防
止
す
る
た

め
の
装
置
を
い
う
。）」
に
、「
少
な
い
構
造
の
も
の
」
を

「
少
な
い
も
の
と
し
て
、
乗
車
人
員
の
保
護
に
係
る
性

能
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
中
「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け

ん

引

自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
次

の
各
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
別
表

に
掲
げ
る
数
量
以
上
」
を
「
告
示
で
定
め
る
品
名
及
び

数
量
以
上
」
に
改
め
、同
項
第
五
号
及
び
第
八
号
中「
け

ん
引
す
る
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
牽け

ん

引
す
る
牽け
ん

引
自
動

車
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
備
え
る
消
火
器

は
、運
送
物
品
等
の
消
火
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
、

か
つ
、
安
全
な
運
行
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
消

化
剤
の
種
類
及
び
充
て
ん
量
、
構
造
、
取
付
位
置
等

に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
四
十
八
条
中
「
左
の
」
を
「
内
圧
に
耐
え
る
こ
と

が
で
き
、
か
つ
、
安
全
な
運
行
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し

て
、
規
格
、
表
示
、取
付
け
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
次
の
各

号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
」

を
「
前
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
次
の
」
を
「
二
十
四

時
間
以
上
の
継
続
し
た
時
間
内
に
お
け
る
当
該
自
動
車

の
瞬
間
速
度
及
び
二
時
刻
間
の
走
行
距
離
を
自
動
的
に

記
録
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
平
坦
な
舗
装
路
面
で

の
走
行
時
に
お
い
て
、
著
し
い
誤
差
が
な
い
も
の
と
し

て
、
記
録
性
能
、
精
度
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」
に

改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
次
の
」
を
「
当
該
自

動
車
の
速
度
を
他
の
交
通
に
容
易
に
表
示
す
る
こ
と
が

で
き
、
か
つ
、
平
坦
な
舗
装
路
面
で
の
走
行
時
に
お
い

て
、
著
し
い
誤
差
が
な
い
も
の
と
し
て
、
表
示
方
法
、

灯
光
の
色
、
明
る
さ
、精
度
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項

に
掲
げ
た
」
を
「
そ
の
」
に
、「
次
の
」
を「
取
付
位
置
、

取
付
方
法
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項

各
号
を
削
る
。

第
四
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
緊
急
自
動
車
）

第
四
十
九
条

緊
急
自
動
車
に
は
、
当
該
自
動
車
が
緊

急
自
動
車
で
あ
る
こ
と
を
他
の
交
通
に
示
す
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
、
警
光
灯
の
色
、
明
る
さ
、
サ

イ
レ
ン
の
音
量
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
警
光
灯
及
び
サ
イ
レ
ン
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

緊
急
自
動
車
は
、
当
該
自
動
車
が
緊
急
自
動
車
で

あ
る
こ
と
を
他
の
交
通
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
て
、
車
体
の
塗
色
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準

に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条
の
二
中
「
次
の
」
を
「
当
該
自
動
車
が

道
路
維
持
作
業
用
自
動
車
で
あ
る
こ
と
を
他
の
交
通
に

示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
灯
光
の
色
、
明
る

さ
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を

削
る
。

第
五
十
条
の
二
第
一
項
中
「
で
き
る
よ
う
車
台
の
後

部
に
」
を
「
で
き
る
も
の
と
し
て
、
強
度
、
取
付
位
置

等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
」に
改
め
、

「
緩
衝
装
置
を
」
の
下
に
「
車
台
の
後
部
に
」を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
十
分
な
間
隔
が
お
か
れ
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
間
隔
に
関
し
告
示
で
定

め
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
）

第
五
十
一
条

火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
は
、
第
二

条
か
ら
第
四
十
八
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
火
薬
類
を
安
全
に
運
送
で
き
る
も
の
と
し
て
、

構
造
、
装
置
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
数

量
以
下
の
火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

火
薬
に
あ
つ
て
は
、
五
キ
ロ
グ
ラ
ム

二

猟
銃
雷
管
に
あ
つ
て
は
、
二
千
個

三

実
包
、
空
包
、
信
管
又
は
火
管
に
あ
つ
て
は
、

二
百
個

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
危
険
物
を
安

全
に
運
送
で
き
る
も
の
と
し
て
、
構
造
、
装
置
等
に
関

し
告
示
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同

条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
防
止
で
き
る
」
を
「
防
止

で
き
る
も
の
と
し
て
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
き

算
出
さ
れ
る
」
に
、「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け

ん

引

自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
表
わ
す
」を「
表

す
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
空
車
状
態
」
を
「
告
示
で
定
め
る

方
法
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
」
に
、「
こ
え
て
」
を
「
超

え
て
」
に
、「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。
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